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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＦＥＴ構造を有する複数の単位セルを含む半導体装置において、
　各前記単位セルの前記ＦＥＴ構造が有するゲート電極に電気的に接続されるゲート電極
配線と、
　前記ゲート電極配線に電気的に接続されており各前記ゲート電極を外部接続するための
ゲート電極パッドと、
　前記ゲート電極配線に電気的に接続されており検査用プローブが接触されるプローブ用
電極パッドと、
　セル部と、
　前記セル部を取り囲んでいると共に、前記セル部を電気的に保護する外周部と、
を備え、
　前記セル部は、複数の前記単位セルが並列に配置されて構成されており、
　前記プローブ用電極パッドは、前記セル部の外縁部上に設けられていると共に、前記セ
ル部から前記外周部に向けて張り出している、
半導体装置。
【請求項２】
　前記ゲート電極配線は、前記セル部の外縁部に沿って配置されている、
請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
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　前記セル部の平面視形状は略四角形状であり、
　前記プローブ用電極パッドは、前記セル部の４つの角部のうちの少なくとも一つの角部
に設けられている、
請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　複数の前記プローブ用電極パッドを備える、請求項１～３の何れか一項記載の半導体装
置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置として、ＦＥＴ構造（例えば、ＭＯＳＦＥＴ構造）を有する複数の単位セル
が並列されたセル部を含む半導体装置が知られている（特許文献１及び非特許文献１参照
）。このような半導体装置では、各ゲート電極に導通したゲート電極パッドが設けられて
おり、ゲート電極パッドを外部接続することによって、各単位セルのＦＥＴ構造に含まれ
るゲート電極を外部接続している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１００３１７号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】稲葉保著「パワーＭＯＳＦＥＴ活用の基礎と実際」ＣＱ出版、２０１２
年２月１日、第２２頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　半導体装置が製造された際には半導体装置の検査が行われる。その検査では、検査用の
プローブは、通常、ゲート電極パッドに接触させていた。この場合、検査用のプローブを
ゲート電極パッドに接触させることによって、本来、外部接続のために使用されるべきゲ
ート電極パッドに余分なストレスが付加されていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、検査時におけるゲート電極パッドへのストレスを低減し得る半導体
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面に係る半導体装置は、ＦＥＴ構造を有する複数の単位セルを含む。この
半導体装置は、各単位セルのＦＥＴ構造が有するゲート電極に電気的に接続されるゲート
電極配線と、ゲート電極配線に電気的に接続されており各ゲート電極を外部接続するため
のゲート電極パッドと、ゲート電極配線に電気的に接続されており検査用プローブが接触
されるプローブ用電極パッドと、を備える。
【０００８】
　この形態では、プローブ用電極パッドが、ゲート電極配線を介して各単位セルのゲート
電極及びゲート電極パッドに接続されている。よって、ゲート電極パッドの代わりに検査
用プローブを接触させることによって、半導体装置を検査し得る。そのため、半導体装置
の検査において、ゲート電極パッドへのストレスを低減し得る。
【０００９】
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　一実施形態に係る半導体装置は、セル部と、セル部を取り囲んでいると共に、セル部を
電気的に保護する外周部とを備え得る。この形態において、セル部は、複数の単位セルが
並列に配置されて構成され得る。また、プローブ用電極パッドは、セル部の外縁部上に設
けられていると共に、セル部から外周部に向けて張り出し得る。
【００１０】
　セル部は、ＦＦＥＴ構造を有する複数の単位セルが並列に配置されて構成されているた
め、半導体装置において動作領域として機能する。上記形態では、プローブ用電極パッド
をゲート電極パッドと別に備えても、動作領域であるセル部の面積（又は大きさ）を確保
することが可能である。
【００１１】
　一実施形形態では、セル部の平面視形状は略四角形状であり得る。この形態では、ゲー
ト電極配線がセル部の外縁部に沿って配置され得る。また、プローブ用電極パッドは、セ
ル部の外縁部を構成する４つの角部のうちの少なくとも一つの角部の位置に設けられ得る
。
【００１２】
　セル部の平面視形状が略四角形状であり、セル部の外縁部に沿ってゲート電極配線が配
置されている形態では、セル部の角部には電界が集中しやすい。この場合、セル部を取り
囲んでいる外周部の幅はより大きくなる傾向にある。よって、セル部の角部にプローブ用
電極パッドを配置した形態では、外周部の領域を有効に活用できると共に、プローブ用電
極パッドの大きさをより大きくできる。
【００１３】
　更に、一実施形態において、プローブ用電極パッドの表面の面積は、検査用プローブの
断面であって検査用プローブの軸に直交する断面の面積より大きい。
【００１４】
　この形態では、検査用プローブをプローブ用電極パッドに接触させる際、検査用プロー
ブが、半導体装置におけるプローブ用電極パッド以外の領域に接触しにくい。その結果、
プローブ用電極パッドを利用して半導体装置をより正確に検査し得る。
【００１５】
　一実施形態において、半導体装置は、複数のプローブ用電極パッドを備え得る。この場
合、ゲート電極パッドを利用せずに、複数のプローブ用電極パッドに複数の検査用プロー
ブを接触させながら、例えば四端子法を用いて半導体装置を検査し得る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、検査時におけるゲート電極パッドへのストレスを低減し得る半導体装
置を提供し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図２】図１に示した半導体装置の表面に設けられるパッシベーション膜を除いた場合の
平面図である。
【図３】図１に示したＩＩＩａ－ＩＩＩａ線、ＩＩＩｂ－ＩＩＩｂ線及びＩＩＩｃ－ＩＩ
Ｉｃ線に沿った端面構造を示す図面である。
【図４】図１に示したＶＩ－ＶＩ線に沿った端面構造を示す図面である。
【図５】図１に示した半導体装置の製造工程の一例を順次示す図面である。
【図６】図５に示した工程の後工程を順次示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図面の説明において、同一
要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。図面の寸法比率は、説明のものと必
ずしも一致していない。
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【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態に係る半導体装置の平面図である。図２は、図１に示した
半導体装置の表面側に設けられるパッシベーション膜を除いた場合の半導体装置の平面図
である。図３（ａ）、図３（ｂ）及び図３（ｃ）は、それぞれ図１のＩＩＩａ―ＩＩＩａ
線、ＩＩＩｂ―ＩＩＩｂ線及びＩＩＩｃ－ＩＩＩｃ線に沿った端面図である。
【００２０】
　図１～図３を利用して半導体装置１０の概略構成について説明する。説明のために、図
１及び図２に示すように、半導体装置１０の厚さ方向（後述する半導体基板３４の主面３
４ａの法線方向）に略直交する２つの方向をｘ軸方向及びｙ軸方向と称す。
【００２１】
　半導体装置１０は、化合物半導体を利用したＭＯＳＦＥＴ(Metal-Oxide-Semiconductor
Field-Effect Transistor)である。半導体装置１０に採用される化合物半導体の例は、Ｓ
ｉＣ及びＧａＮといったワイドバンドギャップ半導体、ＧａＡｓを含む。半導体装置１０
は平面視形状（半導体装置１０の厚さ方向から見た形状）の例は、図１に示されているよ
うな略四角形状である。略四角形状の例は、正方形及び長方形を含む。半導体装置１０の
平面視形状が略正方形である場合において、半導体装置１０の一辺の長さの例は５ｍｍ以
下である。
【００２２】
　半導体装置１０は、複数の単位セル１２（図３（ａ）参照）が並列に配置されて構成さ
れるセル部１４を備えた半導体チップである。半導体装置１０は、セル部１４を取り囲ん
でおりセル部１４を電気的に保護する外周部１６（図２参照）を備え得る。本実施形態で
は、外周部１６を備えた半導体装置１０が説明される。
【００２３】
　セル部１４の平面視形状は、半導体装置１０の平面視形状と同様の形状であり得る。本
実施形態では、図２に例示したように、セル部１４の平面視形状は略正方形として説明さ
れる。セル部１４の一辺の長さの例は２０μｍ以下である。
【００２４】
　各単位セル１２は縦型のＭＯＳＦＥＴ構造を有する。図３（ａ）に示すように、隣接す
る単位セル１２は物理的に連続して並列配置されている。この形態では、セル部１４はチ
ャネル領域に主電流が流れる活性部である。一実施形態において、セル部１４は、平面視
形状が角状の複数の単位セル１２がアレイ状に並列接続されて構成され得る。他の実施形
態において、単位セル１２は、一方向に延在したストライプ形状を有し得る。この場合に
は、セル部１４は、各単位セル１２が単位セル１２の延在方向に直交する方向に複数の単
位セル１２が並列接続された構成とし得る。
【００２５】
　単位セル１２は、ゲート電極１８を基準にして区画されている。半導体装置１０では、
複数の単位セル１２間において、ソース電極２０及びドレイン電極２２が共有されている
。具体的には、半導体装置１０の表面側及び裏面側にそれぞれ設けられたソース電極２０
及びドレイン電極２２の一部が各単位セル１２におけるソース電極及びドレイン電極とし
て機能する。ただし、単位セル１２毎に、ソース電極２０及びドレイン電極２２がそれぞ
れ設けられてもよい。
【００２６】
　セル部１４の表面には、ゲート電極配線２４がセル部１４の外縁部１４ａ（図２におい
て一点鎖線で示される縁部）に沿って設けられている。よって、ゲート電極配線２４は、
環状に配置されている。本実施形態ではセル部１４の平面視形状は略正方形であるため、
ゲート電極配線２４の平面視形状も略正方形である。半導体装置１０が有するゲート電極
配線２４は、各単位セル１２のゲート電極１８に電気的に接続されている。ゲート電極配
線２４は、いわゆるゲートランナーである。ゲート電極配線２４の一部には、第１のパッ
ド用電極２６（図２、図３（ｃ）参照）が物理的に接続されている。ゲート電極配線２４
及び第１のパッド用電極２６はいずれも導電性を有することから、ゲート電極配線２４及
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び第１のパッド用電極２６は電気的にも接続されている。
【００２７】
　セル部１４及び外周部１６の表面上には、ソース電極２０及ゲート電極配線２４を覆う
保護膜としてのパッシベーション膜２８（図１、図３（ａ）～図３（ｃ）参照）が形成さ
れている。このパッシベーション膜２８によりセル部１４及び外周部１６の表面が保護さ
れる。半導体装置１０では、第１のパッド用電極２６及びソース電極２０上のパッシベー
ション膜２８に開口部２８ａ及び開口部２８ｂがそれぞれ形成されている。開口部２８ａ
によって露出した第１のパッド用電極２６の領域がゲート電極パッド３０として機能する
。同様に、ソース電極２０のうち開口部２８ｂによって露出された領域がソース電極パッ
ド３２として機能する。
【００２８】
　図３（ａ）～図３（ｃ）を利用して、半導体装置１０の構成について更に詳細に説明す
る。まず、セル部１４及び外周部１６に共通の構成について説明する。
【００２９】
　半導体装置１０は、ｎ型（第１導電型）の半導体基板３４を有する。半導体基板３４の
材料の例は化合物半導体である。化合物半導体の例は、前述したＳｉＣ及びＧａＮといっ
たワイドバンドギャップ半導体並びにＧａＡｓを含む。半導体基板３４の厚さの例は４０
０μｍである。半導体基板３４の主面３４ａと反対側の面３４ｂ（以下、裏面と称す）に
は、ドレイン電極２２が設けられている。ドレイン電極２２の例はＮｉ膜といった金属膜
である。半導体基板３４の主面３４ａ上には、下地半導体層としてｎ型のドリフト層３６
が設けられている。ドリフト層３６の材料の例は半導体基板３４の材料と同じとし得る。
ドリフト層３６内のｎ型ドーパントの濃度の例は約５×１０１６ｃｍ－３である。ドリフ
ト層３６の厚さの例は約１０μｍである。
【００３０】
　次に、半導体基板３４上のセル部１４及び外周部１６それぞれの構成について説明する
。まず、セル部１４について、図３（ａ）を主に利用してソース電極２０の下側の構成を
中心にして説明する。セル部１４の外縁部１４ａ近傍の構成については後述する。
【００３１】
　ドリフト層３６の表層部には、ｐボディ領域としての複数のｐ型（第２導電型）半導体
領域３８が互いに離間して形成されている。ｐ型半導体領域３８の材料は半導体基板３４
の材料と同じとし得る。ｐ型半導体領域３８のｐ型ドーパントの濃度の例は約５×１０１

７ｃｍ－３である。ｐ型半導体領域３８の厚さ（又は深さ）の例は約１．０μｍである。
単位セル１２の平面視形状が角状である場合には、ｐ型半導体領域３８はドリフト層３６
の表層部に島状に形成され得る。一方、単位セル１２が一方向に延在している場合には、
ｐ型半導体領域３８も一方向に延在し得る。
【００３２】
　ｐ型半導体領域３８には、２つのｎ型のソース領域４０が離間して形成されている。ソ
ース領域４０内のｎ型のドーパントの濃度の例は約１×１０１９ｃｍ－３である。ソース
領域４０の厚み（又は深さ）の例は約０．３μｍである。
【００３３】
　ドリフト層３６の表面において隣接するｐ型半導体領域３８，３８の間の領域上には、
ゲート絶縁膜４２及びゲート電極１８が積層されている。ゲート絶縁膜４２及びゲート電
極１８は、ｐ型半導体領域３８内のソース領域４０と共にＭＯＳ構造を形成するように隣
接するｐ型半導体領域３８，３８の間の領域上に配置されている。本実施形態では、ゲー
ト絶縁膜４２及びゲート電極１８は、単位セル１２毎に設けられ得る。ゲート絶縁膜４２
の例はシリコン酸化膜である。ゲート絶縁膜４２の厚さの例は約５０μｍである。ゲート
電極１８の例はＡｌ膜といった金属膜である。
【００３４】
　ゲート絶縁膜４２及びゲート電極１８からなる隆起部は、層間絶縁膜４４によって被覆
されている。層間絶縁膜４４の例はシリコン酸化膜である。層間絶縁膜４４上には、ソー
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ス電極２０が設けられている。ソース電極２０の例はＮｉ膜といった金属膜である。ソー
ス電極２０の厚さの例は約０．１μｍである。ソース領域４０とソース電極２０とが電気
的に接触するように層間絶縁膜４４には、層間絶縁膜４４の厚さ方向に貫通するコンタク
トホールといったコンタクト領域４４ａが形成されている。
【００３５】
　上記構成では、単位セル１２は、縦型ＭＯＳＦＥＴ構造であって二重拡散型ＭＯＳＦＥ
Ｔ構造を有する。具体的には、単位セル１２は、ゲート電極１８を基準としてみた場合、
半導体基板３４、裏面３４ｂに設けられたドレイン電極２２、主面３４ａ上に設けられた
ドリフト層３６、ドリフト層３６の表層部に形成されており互いに離間したｐ型半導体領
域３８、各ｐ型半導体領域３８内に形成されたソース領域４０、ソース領域４０とＭＯＳ
構造を形成するゲート絶縁膜４２及びゲート電極１８、並びに、ソース領域４０と電気的
に接続されゲート電極１８と絶縁されたソース電極２０とを含む。
【００３６】
　次に、図３（ｂ）及び図３（ｃ）を主に利用して、ゲート電極配線２４が形成されるセ
ル部１４の外縁部１４ａの構成について説明する。
【００３７】
　セル部１４の外縁部１４ａに沿ってｐボディ領域としてのｐ型半導体領域３８がドリフ
ト層３６の表層部に形成されている。以下、説明の便宜のため、外縁部１４ａに沿って形
成されるｐ型半導体領域３８をｐ型半導体領域４６とも称す。一実施形態において、ｐ型
半導体領域４６は、半導体装置１０の耐圧特性を得るために、セル部１４から外周部１６
側に向けてセル部１４から外側に張り出している。ｐ型半導体領域４６のセル部１４中心
側の端部には、単位セル１２の一部を構成するソース領域４０と、後述する絶縁膜５０及
びゲート配線部材５２と共にＭＯＳ構造を構成するソース領域４０とが互いに離間して形
成されている。
【００３８】
　ｐ型半導体領域４６上には層間絶縁膜４８によって被覆された絶縁膜５０が設けられて
いる。絶縁膜５０及び層間絶縁膜４８の材料及び厚さは、それぞれゲート絶縁膜４２及び
層間絶縁膜４４の場合と同じとし得る。層間絶縁膜４８のセル部１４の中心側の端部上に
は、ソース電極２０の一部が被さっている。層間絶縁膜４８には、ｐ型半導体領域４６内
のソース領域４０とソース電極２０とを電気的に接続するために、層間絶縁膜４８を貫通
するコンタクト領域４８ａが形成されている。
【００３９】
　層間絶縁膜４８内には、セル部１４の外縁部１４ａに沿って設けられた導電性のゲート
配線部材５２が埋設されている。ゲート配線部材５２の厚さ及び材料は、ゲート電極１８
の場合と同様とし得る。ゲート配線部材５２は、各ゲート電極１８と電気的に接続されて
いる。ゲート配線部材５２と各ゲート電極１８との電気的な接続の例について説明する。
外縁部１４ａに沿って配置されたゲート配線部材５２を主たるゲート配線部材（又は基幹
ゲート配線部材）とする。この際、主たるゲート配線部材５２から従たるゲート配線部材
を導出して、この従たるゲート配線部材を各ゲート電極１８と物理的に接続されるように
セル部１４内に張り巡らせる。これにより、ゲート配線部材５２と各ゲート電極１８とが
電気的に接続され得る。この場合、従たるゲート配線部材は、ソース電極２０及びソース
領域４０とは絶縁されるように絶縁膜などによって被覆又は埋設されていればよい。或い
は、単位セル１２が一方向に延在している形態では、ゲート電極１８の両端を直接ゲート
配線部材５２に物理的に接続してもよい。
【００４０】
　ゲート配線部材５２の延びている方向、すなわち、外縁部１４ａに沿って層間絶縁膜４
８上にゲート電極配線２４が設けられている。層間絶縁膜４８には、ゲート電極配線２４
上に層間絶縁膜４８を貫通するコンタクト領域４８ｂが形成されている。コンタクト領域
４８ｂを介してゲート電極配線２４は、ゲート配線部材５２と電気的に接続される。その
結果、ゲート電極配線２４は、各単位セル１２のゲート電極１８と電気的に接続される。
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ゲート電極配線２４の例はソース電極２０の例と同じとし得る。
【００４１】
　ゲート電極配線２４の一部、例えば、図１に示すように、略四角形状に配設されたゲー
ト電極配線２４のうちｙ軸方向に延在している領域の一部には、図３（ｃ）に示すように
、第１のパッド用電極２６が設けられている。ゲート電極配線２４の一部をセル部１４の
中心側に向けて幅広に形成することによって第１のパッド用電極２６を形成し得る。第１
のパッド用電極２６の下側においては、ｐ型半導体領域４６及びゲート配線部材５２もセ
ル部１４の中心側に張り出している。
【００４２】
　図３（ｂ）及び図３（ｃ）を更に利用して、外周部１６の構成について説明する。外周
部１６では、ドリフト層３６上に、絶縁膜５０及び層間絶縁膜４８が順に積層されている
。ここでは、外周部１６は、絶縁膜５０及び層間絶縁膜４８を含んでいるとしたが、外周
部１６は、ドリフト層３６を備えていればよい。セル部１４と共通のドリフト層３６を備
えルことで、逆バイアス時の空乏層がより広がりやすく、耐圧特性を得ることができる。
この場合、外周部１６は、耐圧特性を確保するための外周耐圧部として機能する。
【００４３】
　外周部１６のセル部１４側の領域には、前述したように、ｐ型半導体領域４６が張り出
され得る。このように張り出されたｐ型半導体領域４６によって逆バイアス時の空乏層が
更に均等に広がり易い。そのため、半導体装置１０における耐圧特性をより確保可能であ
る。また、耐圧特性を更に確保するために、外周部１６が有するドリフト層３６には、ト
レンチ状のｐ型半導体領域５４が設けられていてもよい。ｐ型半導体領域５４のｐ型ドー
パントの濃度及び厚さは、ｐ型半導体領域３８の場合と同様とし得る。
【００４４】
　図３（ａ）～図３（ｃ）に示すように、セル部１４及び外周部１６の表面は、パッシベ
ーション膜２８で覆われている。第１のパッド用電極２６上のパッシベーション膜２８に
開口部２８ａが形成されている。開口部２８ａによって第１のパッド用電極２６の露出し
た領域がゲート電極パッド３０である。ソース電極２０上のパッシベーション膜２８にも
開口部２８ｂが形成されている。開口部２８ｂによって、ソース電極２０の露出した領域
がソース電極パッド３２である。パッシベーション膜２８の例はＳｉＮ膜である。パッシ
ベーション膜２８の厚さの例は、１０μｍである。
【００４５】
　上記構成の半導体装置１０では、ゲート電極パッド３０、ソース電極パッド３２及びド
レイン電極２２を、半導体装置１０とは別の素子（又は回路）に外部接続することによっ
て、セル部１４を構成する各単位セル１２が外部の素子（又は回路）に電気的に接続され
得る。
【００４６】
　半導体装置１０は、図１に示すように、上記ゲート電極パッド３０及びソース電極パッ
ド３２に加えて、半導体装置１０の検査時に、検査用プローブ５６（図４参照）を接触さ
せるためのプローブ用電極パッド５８を備える。一実施形態において、図１及び図２に示
されているように、半導体装置１０は、略四角形状のセル部１４の角部１４ｂにーブ用電
極パッド５８を有し得る。図１では、セル部１４の４つの角部１４ｂにプローブ用電極パ
ッド５８が配置された構成を例示している。プローブ用電極パッド５８は、図１に示すよ
うに、セル部１４から外周部１６に向けて張り出し得る。
【００４７】
　図４を利用してプローブ用電極パッド５８の形成位置における半導体装置１０の構成に
ついて更に説明する。図４は、図１のＩＶ―ＩＶ線に沿った端面構成を模式的に示す端面
図である。
【００４８】
　層間絶縁膜４８上において、ゲート電極配線２４の角部に、ゲート電極配線２４に電気
的に接続された第２のパッド用電極６０が設けられている。第１のパッド用電極２６と同
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様に、略四角形状に配設されたゲート電極配線２４の角部及びその近傍の領域が幅広に形
成されることによって、第２のパッド用電極６０を形成し得る。パッシベーション膜２８
は、第２のパッド用電極６０上に、開口部２８ｃを更に有する。第２のパッド用電極６０
のうち開口部２８ｃによって露出した領域がプローブ用電極パッド５８である。
【００４９】
　プローブ用電極パッド５８の平面視形状の例は、略四角形、略扇形状及び円状である。
略四角形の例は、略長方形及び略正方形を含む。プローブ用電極パッド５８の大きさは、
検査用プローブ５６がプローブ用電極パッド５８に接触される場合に、検査用プローブ５
６が開口部２８ｃの周壁に接触しない大きさであり得る。検査用プローブ５６が開口部２
８ｃの周壁に接触しないために、プローブ用電極パッド５８の表面５８ａの面積又は開口
部２８ｃの面積は、検査用プローブ５６の断面積であってプローブ５６の軸Ｃに直交する
断面の面積より大きい。換言すれば、プローブ用電極パッド５８の面積は、検査用プロー
ブ５６の径Ｄに基づいて規定される検査用プローブ５６の断面積より大きい。
【００５０】
　径Ｄは、プローブ５６の先端部と反対側の端部における径である。しかしながら、プロ
ーブ５６の先端部の形状が図４に示すように先細りしたテーパ形状或いは湾曲形状である
場合、径Ｄは、パッシベーション膜２８の厚さ分、プローブ５６の先端部からプローブ５
６の他端側に寄った位置での径であればよい。
【００５１】
　検査用プローブ５６が開口部２８ｃの周壁に接触しないために、一実施形態において、
プローブ用電極パッド５８を規定する各辺の長さは、プローブ５６の径Ｄの１．１倍以上
であり得る。プローブ用電極パッド５８を規定する各辺の長さが上記範囲であれば、プロ
ーブ５６と開口部２８ｃの周壁との間に、一定の余白（マージン）が得られるので、プロ
ーブ５６が開口部２８ｃにより接触しにくい。具体的には、図１に示すように、プローブ
用電極パッド５８の形状が略長方形であり、径Ｄが０．０２７ｍｍである場合、プローブ
用電極パッド５８の短辺（図１のＩＩＩｃ－ＩＩＩｃ線に沿った方向の長さ）は０．０３
ｍｍ以上とし得る。開口部２８ｃがプローブ用電極パッド５８の形状が円形である場合に
は、開口部２８ｃの直径が上記範囲を満たせばよい。プローブ用電極パッド５８の長さの
上限は外周部１６の大きさに応じて決めればよいが、例えば径Ｄの１．５倍以下である。
【００５２】
　プローブ用電極パッド５８を含む半導体装置１０の製造方法の一例を、図５（ａ）～図
５（ｆ）及び図６（ａ）～図６（ｅ）を利用して説明する。以下では、プローブ用電極パ
ッド５８の形成工程を具体的に示しながら半導体装置１０の製造方法を説明する。図５（
ａ）～図５（ｆ）及び図６（ａ）～図６（ｅ）は、半導体装置１０の製造工程を順次示す
図面である。図５（ａ）～図５（ｆ）及び図６（ａ）～図６（ｅ）では、プローブ用電極
パッド５８が形成される領域近傍の半導体装置１０の製造工程が主に示されている。
【００５３】
　図５（ａ）に示すように、ｎ型のＳｉＣ基板からなる半導体基板３４の主面３４ａ上に
ドリフト層３６を形成した後、ドリフト層３６の表層部にｐ型半導体領域３８，４６及び
ソース領域４０をそれぞれ形成する。ｐ型半導体領域５４を形成する場合には、ｐ型半導
体領域３８等と一緒にｐ型半導体領域５４を形成する。以下では、ｐ型半導体領域５４を
備えた形態が説明される。具体的には、主面３４ａ上に、in-situドープを伴うＣＶＤエ
ピタキシャル成長法を用いてドリフト層３６を形成する。このようにエキタキシャル成長
法を利用してドリフト層３６が形成される場合、ドリフト層３６はエキタキシャル成長層
である。ドリフト層３６の所定位置にＲＩＥ（Reactive Ion Etching）（反応性イオンエ
ッチング）などにより、ｐ型半導体領域３８，４６，５４となる凹部を形成した後、各凹
部の底面及び側面の上に、in-situドープを伴うＣＶＤエピタキシャル成長法によってｐ
型半導体領域３８，４６，５４をエピタキシャル成長させる。この場合、ｐ型半導体領域
は埋込選択成長領域である。ｐ型半導体領域３８，４６に、注入マスクを用いたイオン注
入を実施することによって、複数のソース領域４０を形成する。
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【００５４】
　次いで、図５（ｂ）に示すように、ドリフト層３６上に、例えばＣＶＤ法を用いて絶縁
膜としてのシリコン酸化膜６２を成膜する。その後、蒸着法又はスパッタ法などによって
、裏面３４ｂ上にＮｉ膜からなるドレイン電極２２を形成する。
【００５５】
　次に、図５（ｃ）に示すように、シリコン酸化膜６２をパターニングすることによって
、ゲート絶縁膜４２及び絶縁膜５０をそれぞれ形成する。続いて、図５（ｄ）に示すよう
に、半導体基板３４上に、例えばＣＶＤ法などによってＡｌ膜６４を形成する。そのＡｌ
膜６４をパターニングすることによって、図５（ｅ）に示すように、ゲート電極１８及び
ゲート配線部材５２を形成する。第１のパッド用電極２６の直下に位置する領域において
は、図３（ｃ）に示したように、ゲート配線部材５２を、セル部１４の内側に向けて幅広
に形成する。その後、図５（ｆ）に示すように、半導体基板３４上に更に、例えばＣＶＤ
法を用いてシリコン酸化膜６６を成膜することによって、ゲート電極１８及びゲート配線
部材５２を埋設する。
【００５６】
　続いて、図６（ａ）に示すように、ソース領域４０とソース電極２０との電気的接触及
びゲート配線部材５２とゲート電極配線２４との電気的接触を確保するために、シリコン
酸化膜６６にコンタクト領域４４ａ，４８ａ，４８ｂを形成する。コンタクト領域４４ａ
，４８ａ，４８ｂは、エッチングなどを利用して形成され得る。
【００５７】
　図６（ｂ）に示すように、コンタクト領域４４ａ，４８ａ，４８ｂが形成された絶縁膜
６６を有する半導体基板３４上に、例えばＣＶＤ法によってＮｉ膜６８を成膜する。その
Ｎｉ膜６８をパターニングすることによって、図６（ｃ）に示すように、ソース電極２０
及びゲート電極配線２４を形成する。この際、セル部１４の角部１４ｂ上において、ゲー
ト電極配線２４を外周部１６側に拡大して形成することによって、第２のパッド用電極６
０を得る。ここで、半導体基板３４を、熱処理することによって、ソース電極４１及びド
レイン電極２２を構成するＮｉと、ソース領域４０及び半導体基板３４を構成するＳｉＣ
との接触をショットキー接触からオーミック接触に変化させる。
【００５８】
　図６（ｄ）に示すように、ソース電極２０が形成された半導体基板３４上にＳｉＮ膜７
０を例えばＣＶＤ法などにより形成する。このＳｉＮ膜７０がパッシベーション膜２８で
ある。このパッシベーション膜２８に、エッチング等を利用して開口部２８ｃを形成する
ことによって、図６（ｅ）に示すように、プローブ用電極パッド５８を形成する。この際
、パッシベーション膜２８に開口部２８ａ，２８ｂを形成することによって、ゲート電極
パッド３０及びソース電極パッド３２を形成する。
【００５９】
　ここでは、半導体基板３４、ゲート電極１８、ソース電極２０及びドレイン電極２２な
どの材料及び各膜の形成方法などを一部例示しながら説明したが、半導体装置１０を構成
する各構成要素の材料及び各膜の形成方法などは例示したものに限定されない。
【００６０】
　以上説明した半導体装置１０は、ゲート電極パッド３０とは別に、半導体装置１０の検
査のためのプローブ用電極パッド５８を有する。プローブ用電極パッド５８はゲート電極
配線２４を介してゲート電極１８及びゲート電極パッド３０に電気的に接続されている。
そのため、ゲート電極パッド３０ではなく、プローブ用電極パッド５８に検査用プローブ
５６を接触させることによって、半導体装置１０を検査することができる。
【００６１】
　このように、プローブ用電極パッド５８を利用して半導体装置１０を検査することによ
り、ゲート電極パッド３０を検査用プローブによる検査のためではなく、ワイヤボンディ
ングなどを利用した外部接続のために使用することができる。その結果、検査時において
ゲート電極パッド３０に余分なストレスが付加されることがなく、外部接続時にゲート電
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極パッド３０を最適な状態で使用し得る。また、半導体装置１０の検査時にゲート電極パ
ッド３０にストレスがかからないので、ゲート電極パッド３０をより小さく形成し得る。
そのため、半導体装置１０の電流定格を上げることができる。
【００６２】
　また、検査時におけるゲート電極パッド３０へのストレスを考慮する必要がないので、
ストレスの影響を低下するために、ゲート電極パッド３０やゲート電極１８の厚さをより
厚く形成する必要がない。その結果、ゲート電極パッド３０をより厚くしてストレスの影
響の低下を図る場合よりも、半導体装置１０の製造時間を短縮することも可能である。
【００６３】
　図１に例示したように、耐圧特性を確保するため、半導体装置１０がセル部１４を囲繞
する外周部１６を備えている形態では、プローブ用電極パッド５８は、セル部１４の外縁
部１４ａ上に配置されると共に、外周部１６側に張り出すように設けられ得る。この場合
、ゲート電極パッド３０とは別にプローブ用電極パッド５８を備えたとしても、半導体装
置１０の主動作領域である活性部としてのセル部１４の面積を維持できる。結果として、
半導体装置１０としての動作性能を確保し得る。また、耐圧特性の確保のために備える外
周部１６の領域を利用しているため、プローブ用電極パッド５８をセル部１４側から外側
に張り出して形成するための領域を別途確保する必要がない。近年、半導体チップといっ
た半導体装置１０はチップサイズの小型化が望まれていると共に、化合物半導体を採用し
ている場合には、結晶欠陥などの関係から大型化が困難である。そのため、図１に示した
ように、外周部１６を備え、外周部１６側にプローブ用電極パッド５８を張り出した形態
は、半導体装置１０の小型化（例えば、チップの一辺が５ｍｍ以下といったチップサイズ
）に資する構成であると共に、化合物半導体を採用した場合により有効な構成である。
【００６４】
　セル部１４の平面視形状が例えば正方形といった略四角形状であって外縁部１４ａに沿
ってゲート電極配線２４が配置された場合、セル部１４の角部１４ｂには電界が集中しや
すく絶縁破壊が生じやすい。これは、ＳｉＣ又はＧａＮ等を利用したパワーＭＯＳＦＥＴ
においてより顕著である。そのため、図１に示したように、耐圧確保のために外周部１６
を備える場合、セル部１４の角部１４ｂの外周部１６の幅（例えば図１のＩＩＩｃ―ＩＩ
Ｉｃ線に沿った外周部１６の幅）は、例えば、図１に示したＩＩＩｂ―ＩＩＩｂ線の位置
の外周部１６の幅より広くなっている。その結果、セル部１４の角部１４ｂにプローブ用
電極パッド５８を配置し、プローブ用電極パッド５８を外周部１６側に広げ易い。この形
態では、上記のように、外周部１６においてより広い領域を利用していることから、プロ
ーブ用電極パッド５８をより大きく形成し得る。従って、検査時に検査用プローブ５６と
開口部２８ｃとの接触をより確実に防止できるので、半導体装置１０の検査の精度向上を
図ることができる。
【００６５】
　また、図１に示したように、半導体装置１０が２つ以上（図１では４個）のプローブ用
電極パッド５８を備えている形態では、半導体装置１０の検査方法として四端子法を採用
した場合であっても、ゲート電極パッド３０を使用せずに、２つのプローブ用電極パッド
５８を利用して半導体装置１０を検査可能である。よって、検査時に、ゲート電極パッド
３０にストレスをかけずに、半導体装置１０をより精度よく検査し得る。
【００６６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されずに、
本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。例えば、半導体装置１０の単位
セル１２は、ＦＥＴ構造を有してればよい。よって、単位セルは、ＭＯＳＦＥＴ構造は縦
型のＭＯＳＦＥＴ構造に限らず、横型のＭＯＳＦＥＴ構造であってもよい。更に、単位セ
ル１２は、ＪＦＥＴ（接合型電界効果トランジスタ）であもよい。単位セル１２が有する
ＦＥＴ構造は、ｎチャネル型のものに限らず、ｐチャネル型であり得る。更に、プローブ
用電極パッド５８は、半導体装置１０においてゲート電極パッド１８とは別に設けられて
おり、ゲート電極配線２４に電気的に接続されていればよい。例えば、プローブ用電極パ
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ッド５８は、セル部１４の角部１４ｂとは異なる位置に設けられていてもよい。更に、プ
ローブ用電極パッド５８の個数は１個～３個でもよく、５個以上でもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１０…半導体装置、１２…単位セル、１４…セル部、１４ａ…外縁部、１４ｂ…角部、
１６…外周部、１８…ゲート電極、２４…ゲート電極配線、３０…ゲート電極パッド、５
６…検査用プローブ、５８…プローブ用電極パッド。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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